
令和６年度保地委第７号 インクルーシブ雇用推進業務 

公募型プロポーザル 質問及び回答一覧 

 

№ 質問 回答 

２ 

有料職業紹介で生じる費用について、企業か

らの支払い、事業費から拠出、市が別途支払い

の何れを想定されているのかご教示くださ

い。 

○本業務の一部は、「特定地方公共団体の行う

無料職業紹介事業の業務運営要領（令和６

年４月厚生労働省職業安定局）」の第６の２

でいう「地方公共団体が職業紹介事業者に

委託する無料職業紹介事業（委託費等の額

が紹介実績または雇用関係の成立実績によ

り変動する方法により支払われているもの

ではなくかつ委託事業の内容が明らかに職

業紹介事業のみであると判断できるケース

ではないもの）」に該当します。このため、

本業務で有料職業紹介事業が行われること

は想定していません。なお、本業務で生じる

費用は、全て事業費（本市からの委託料）か

ら支弁していただくことになります。 

○本業務とは別に、企業等から求人の申し出

があった場合、又は、就労を希望する就労困

難者から求職の申し出があった場合は、許

可を受けている職業紹介事業の条件に従っ

て対応していただくことになります。 

３ 

実施要領 P１ 

「２ 委託業務概要（５）支払方法」について 

→概算払い（例えば２ヶ月に１回／３ヶ月に

１回／６ヶ月に１回等）が可能ですか？ 

○プロポーザル実施要領の２の（５）に記載の

とおり、委託料は委託業務完了報告書の提

出後の実績払いとなります。このため、概算

払いや前金払いには応じられません。 

○ただし、委託期間の中途において、その時点

までの実績を取りまとめの上、仕様書の７

で規定する全ての書類（（３）支援手法・困

難者判定の検証・考察（レポート）を含む。）

を提出することが可能である場合は、その

実績に応じた委託料の部分払いに応じると

きがあります。部分払いの回数、時期及び条

件等は、受託者に選定された後の契約手続

時に協議いたします。 



４ 

仕様書 P４ 

「（６）就労困難者の雇用可能性がある企業等

の新規開拓」について 

→企業等の新規開拓などのため、静岡県や静

岡市がもっている企業情報資料を共有いただ

くことは可能ですか？（例：静岡県内 ６月１

日時点 障害者雇用状況の集計結果 等） 

○静岡市が保有する情報については、静岡市

情報公開条例の規程に従って提供いたしま

す。 

○静岡市以外の団体が保有する情報について

は、受託者がそれぞれの団体に提供を依頼

していただくことになります。静岡市は、必

要な範囲で協力いたします。 

５ 

仕様書 P５ 

「３ 本事業の対象（１３）支援手法・困難者

判定の検証・考察」について 

→「有識者の指導・助言のもと」とは、具体的

にどのような専門家等を指していますか？ 

○就労困難者の雇用に係る専門的な知識及び

経験を有する者で、具体的には大学教員、研

究機関職員、シンクタンク職員、国又は地方

公共団体の元職員、先進的な取組を行って

いる企業の代表者等を想定しています。 

 


